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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期及び平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

３ ※１は、１株当たり中間純損失が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ ※２は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 百万円 18,017 18,687 22,903 41,379 41,519

経常利益又は 
経常損失（△）

百万円 515 △206 57 1,250 615

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）

百万円 114 △221 △137 555 220

純資産額 百万円 20,166 19,999 19,784 20,936 20,037

総資産額 百万円 46,810 44,962 47,844 47,957 44,729

１株当たり純資産額 円 341.69 343.41 333.85 355.39 346.34

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
中間純損失（△）

円 1.92 △3.77 △2.37 9.03 3.77

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

円  
※２ ―

 
※１ ―

 
※１ ─  

※２ ―
 
※２ ―

自己資本比率 ％ 43.1 44.4 40.3 43.7 44.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 1,050 △310 698 2,255 △160

投資活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △977 △440 △304 △23 △124

財務活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △1,592 △452 △345 △3,431 △642

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

百万円 3,541 2,947 3,290 4,151 3,226

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数)

人
1,497
(441)

1,812
(534)

2,102
(649)

1,643
(524)

1,834
(535)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期及び平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 百万円 15,700 15,360 15,427 35,339 35,012

経常利益又は 
経常損失（△）

百万円 430 △36 45 1,077 785

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）

百万円 47 △40 △358 542 428

資本金 百万円 6,666 6,666 6,666 6,666 6,666

発行済株式総数 千株 61,588 61,588 61,588 61,588 61,588

純資産額 百万円 21,059 21,147 20,242 21,924 21,214

総資産額 百万円 45,514 43,229 42,080 46,332 43,492

１株当たり配当額 円 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00

自己資本比率 ％ 46.3 48.9 48.1 47.3 48.8

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数)

人
923
(287)

921
(309)

921
(296)

905
(289)

899
(296)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動は、「３ 関係会社の状況」に記載のとお

りです。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、連結子会社の重要な異動は下記のとおりであります。 

(1) 新たに提出会社の連結子会社となった会社 

名      称：日本通信紙株式会社 

住      所：東京都台東区 

資   本   金：228百万円 

主要な事業の内容：印刷加工、ロール紙加工、情報処理事業 

議決権の所有割合：51.25％ 

関 係 内 容 ：役員の兼任 １名 

         紙製品の製造及び販売 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載して 

  おります。 

     ２ 前連結会計年度末に比べ従業員が268名増加、臨時従業員が114名増加しておりますが、主として連結 

   子会社が１社増加したことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

紙製品関連事業 1,486［421］

事務機器関連事業 515［140］

その他事業 32［ 83］

全社(共通) 69［ 5］

合計 2,102［649］

従業員数(人) 921［296］



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景として景気は緩やかな回復基調で

推移いたしました。しかし、一方で原油価格の高騰や米国経済の減速懸念など依然として不透明な状況

が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、紙製品関連事業において、平成19年6月22日付をもって、

Ｍ＆Ａにより、日本通信紙株式会社を子会社化（持株比率51.25％）し、ビジネスフォーム事業を強化

いたしました。また、事務機器関連事業では、シュレッダは大型、中・小型とも順調に推移いたしまし

たが、樹脂製収納用品等一部の商品については採算性重視の観点から商品構成の見直しを実施いたしま

した。以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、前期比22．6％増の２２９億３百万円となり

ました。 

 一方、利益面では、競争の激化や原材料価格高騰等の影響もありましたが、商品構成の見直しや生産

の合理化等による採算性の改善により原価率は若干の上昇で推移し、売上高の大幅な増収もあって営業

損失は４２百万円（前年同期比２億７１百万円の改善）、経常利益は５７百万円（同２億６３百万円の

改善）となりました。  

 また、特別利益として投資有価証券売却益２億４５百万円の他、合計で２億９２百万円を計上し、特

別損失として過年度役員退職慰労引当金繰入額２億９９百万円の他、合計で３億５３百万円を計上いた

しました結果、税金等調整前中間純損失は４百万円（前年同期比１億８３百万円の改善）となり、法人

税等税負担調整後の中間純損失は１億３７百万円（同８４百万円の改善）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

［紙製品関連事業］ 

受注生産を主体とする図書製本及び手帳の売上高は、前年同期比0.3％増の２３億５８百万円とな

り、受注高は３７億２７百万円（前年同期比 2.1％減）となりました。 

 アルバムは、デジタルプリントに対応した「百年台紙アルバム」に前期新発売の「プラコート台

紙」を加え、多種多様な写真プリントを整理・保存する新しいアルバムブランド「フエルアルバムＤ

ｉｇｉｏ」の拡販に努めました。 

 ビジネスフォームの分野では、新たに日本通信紙株式会社を連結子会社とし、関東での生産拠点を

確保することにより各種情報処理サービスの一層の拡充に努めました。この結果、アルバム等日用紙

製品及びビジネスフォームの売上高は１３６億４４百万円（前年同期比51.9％増）となり、当事業の

売上高は１６０億３百万円（前年同期比41.2％増）となりました。 

 利益面におきましては、売上高が大幅増収となり、原材料価格高騰等による影響もありましたが生

産の合理化、稼動率の改善等により若干ながら原価率が低下し、加えて販管費比率も低下したことか

ら、営業利益は５億１６百万円（前年同期比126.0％増）と大幅増益となりました。 

  



［事務機器関連事業］ 

シュレッダは大型、中・小型とも堅調に推移しており、「出張細断サービス」を主体とする「パピ

ルスネットワーク」への加入会員は前期末比４社増加して８３社に拡大しました。また、チャイルド

シートの製造販売を手掛ける子会社のリーマン株式会社も順調に業容を拡大しました。  

 その一方、コンピュータ周辺機器や樹脂製収納用品は、原材料価格高騰等の影響により商品構成を

見直したこともあって売上は縮小し、この結果、当事業の売上高は６８億５５百万円（前年同期比

6.2％減）となりました。  

 利益面におきましては、値上げ、商品構成の見直し等により採算性の改善に努めましたものの、競

争の激化により原材料価格高騰等の影響を十分に吸収できず、原価率は若干上昇し、売上高の減少と

相まって、営業利益は４３百万円（前年同期比54.1％減）となりました。  

［その他事業］ 

連結子会社の日達物流株式会社が営む貨物運送事業等は、売上高が４４百万円（前年同期比7.3％

増）と増収となりましたが、販管費の増加により営業利益は１８百万円（前年同期比6.2％減）とな

りました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前中間純損失は４百万円となりましたが、減価償却費６億６５百万円、売上債権の減少

額２２億１１百万円、役員退職慰労引当金の増加額２億６０百万円、仕入債務の減少額８億７百万

円、投資有価証券売却益等の増加額２億４５百万円、たな卸資産の増加額１１億９０百万円等を調整

した結果、６億９８百万円の収入（前中間連結会計期間は３億１０百万の支出）となりました。   

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出４億７０百万円、投資有価証券の取得による支出５８百万円、投資

有価証券売却による収入６３百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入２億２４百万

円等を調整した結果、３億４百万円の支出（前中間連結会計期間比31.0%支出減）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入金の借入による収入１９億円、長期借入金の返済による支出９億２７百万円、短期借入金

の純増減による支出１１億３９百万円、配当金の支払１億７３百万円等により収支は３億４５百万円

の支出（前中間連結会計期間比23.6%支出減）となりました。  

  

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より６４百万円増加し、

３２億９０百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

なお、受注生産は紙製品関連事業のうち図書製本及び手帳部門のみで、他の紙製品関連事業(日用紙

製品)及び事務機器関連事業は見込み生産で、受注生産は僅少ですので記載を省略しました。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
(注) １ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が

100分の10未満の相手先のみで、記載を省略しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

紙製品関連事業 11,117 145.2

事務機器関連事業 2,991 97.2

その他の事業 ─ ─

合計 14,109 131.4

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

紙製品関連事業 3,727 97.9 2,179 96.9

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

紙製品関連事業 16,003 141.2

事務機器関連事業 6,855 93.8

その他事業 44 107.3

合計 22,903 122.6



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、生産面では、自社生産比率を高めるとともに、内外の工場の合理化・コストダウン

を徹底して効率生産を推進、新製品開発を拡充いたします。特に海外工場の採算性の向上と品質管理の

徹底に注力いたします。 

 販売面では、データプリントサービス事業の拡大、ネットビジネスの拡充、環境関連事業の拡大等、

各分野で新規事業の創出、成長事業の拡大に努めるとともに、採算性の改善を徹底して売上の拡大、収

益の改善に努力を傾注してまいります。 

 なお、今期下期においては、Ｗｅｂ上で発注できる「フエルフォトブック」の事業を新しく開始する

予定です。 

 また、不採算の連結子会社の採算性の向上に努めるとともに、今期より連結子会社となった日本通信

紙株式会社とのシナジー効果を生産面、販売面の両面において最大限発揮できるよう注力してまいりま

す。  

 今後とも引き続き、営業部門と製造・管理部門の連繋を尚一層強化して、更に活力のある組織体制を

構築し、品質をはじめ顧客サービスの更なる向上を図るとともに、業績の回復・向上に努めてまいる所

存であります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グル－プは、独創的な製品の開発、生産技術の開発を主として積極的な活動を行っております。当

中間連結会計期間における研究開発費は１億２百万円となりました。 

現在、紙製品関連事業においての研究開発は、当社の生産技術部門で、子会社を含めた工場の生産技術

に関する紙製品製造設備の設計・製作を行い、省力化・合理化に寄与しております。過去、この部門は生

産技術に係わる発想にて、現在事務機関連事業での取扱い製品である電動製本機（トジスター）を開発し

た実績を持っております。 

さらに、家内工業的であった図書館製本の生産ラインにおける機械化・省力化は他の同業企業の追随を

許さないものとなっており、近年はＩＴ技術を駆使して電子図書館への対応も順調に推移しております。

  また今期上期においては、Ｗｅｂ上で発注できる「フエルフォトブック」を新しく開発いたしました。

今期下期より新しい事業としてスタートいたします。 

 この紙製品関連事業において当中間連結会計期間の研究開発費は３９百万円となりました。 

事務機器関連事業は、主に生産子会社においてリサイクル関連のエコロジー商品の開発を行っており、

様々なシュレッダを開発、製品化しております。最近では大型シュレッダを搭載した車「エコポリスバ

ン」を製品化し、出張細断サービスの事業を展開しております。また、シュレッダされた廃棄物を固形化

し廃棄物の回収を容易にするような製品を開発し、再生製品生産の工程をスムーズに進めることで、リサ

イクルに貢献しております。 

 また、子会社のリーマン株式会社で製造しているチャイルドシートにおいては、２０１２年７月から適

用される新しい安全基準である「ヨーロッパ基準」にいち早く対応した実績を持っております。 

 この事務機器関連事業に係る当中間連結会計期間の研究開発費は６３百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、株式の取得により新たに連結子会社が増え、主要な設備が増加いたし

ました。 

 当該連結子会社における主要な設備は下記の通りであります。 

 （1）国内子会社 

 
   (注)１ 帳簿価額には建設仮勘定の金額は含んでおりません。 

   ２ 帳簿価額「その他」は、工具器具備品であります。 

   ３ 従業員数の欄の[ ]内は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

   ４ 金額には消費税等は含んでおりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

前連結会計年度末に計画していた設備計画の変更はございません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、以下のと

おりであります。 

 
(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

会社名 
（所在地）

事業の種類別 
セグメント 
の名称

設備の 
内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

日本通信紙㈱ 
（東京都台東区） 

他12事業所

紙製品
関連事業

紙製品製造
及び 

販売設備
508 270

753
(21)

119 1,652
222
[92]

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別
セグメントの名称

設備の
内容

投資額
（百万円）

完了年月
完成後の
増加能力

提出会社
本社工場 

（堺市東区）
紙製品 
関連事業

紙製品
製造設備

150 平成19年７月
生産能力
10％増

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類 
別セグメン 
トの名称

設備の
内容

投資予定額
（百万円） 資金調達

方法
着手年月

完了予定 
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会社
佐田工場
（島根県 
出雲市）

紙製品 
関連事業

紙製品
製造設備

139 43 自己資金
平成19年
９月

平成20年 
２月

生産能力
10％増



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 198,490,000

計 198,490,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年9月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 61,588,589 同左

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

―――

計 61,588,589 同左 ――― ―――

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日 
～ 

平成19年９月30日
― 61,588 ― 6,666 ― 8,740



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記の株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
２ 上記のほか当社所有の自己株式3,780千株(6.13％)があります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１―１３―１ 4,192 6.80

滝 本 安 克 大阪府堺市東区 3,418 5.55

中 林 代次郎 大阪府堺市東区 3,078 4.99

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２―２―１ 2,863 4.64

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１―１―５ 2,169 3.52

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社

東京都中央区晴海１─８─１１ 1,717 2.78

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１―６―６ 1,515 2.46

株式会社西京銀行 山口県周南市平和通１―１０―２ 1,289 2.09

ナカバヤシ従業員持株会 大阪市中央区北浜東１─２０ 957 1.55

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７─１８─２４ 916 1.48

計 ― 22,118 35.91

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 453千株



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権５個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式356株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

3,780,000
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

57,283,000
57,283 同上

単元未満株式
普通株式

525,589
― 同上

発行済株式総数 61,588,589 ― ―

総株主の議決権 ― 57,283 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ナカバヤシ株式会社

大阪市中央区北浜東１―20 3,780,000 ― 3,780,000 6.13

計 ― 3,780,000 ― 3,780,000 6.13

月別 平成19年４月 平成19年５月 平成19年６月 平成19年７月 平成19年８月 平成19年９月

高(円) 260 245 245 251 242 240

低(円) 230 231 234 229 213 215



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

並びに中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,027 3,372 3,306

 ２ 受取手形及び 
   売掛金

※４ 7,967 9,084 9,760

 ３ 有価証券 6 3 6

 ４ たな卸資産 6,489 7,472 5,742

 ５ 繰延税金資産 529 484 506

 ６ その他 499 733 263

 ７ 貸倒引当金 △ 64 △ 72 △ 79

   流動資産合計 18,455 41.0 21,078 44.1 19,507 43.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び 
    構築物

※２ 6,600 6,729 6,424

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

3,061 3,374 2,991

  (3) 土地 ※２ 10,378 11,130 10,378

  (4) 建設仮勘定 129 63 35

  (5) その他 216 338 220

   有形固定資産 
   合計

20,386 45.4 21,636 45.2 20,050 44.8

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 134 147 111

  (2) その他 102 142 99

   無形固定資産 
   合計

237 0.5 290 0.6 211 0.5

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 5,311 4,022 4,597

  (2) 長期貸付金 5 11 1

  (3) 繰延税金資産 376 548 156

  (4) その他 273 335 284

  (5) 貸倒引当金 △ 85 △ 79 △ 77

   投資その他の 
   資産合計

5,883 13.1 4,838 10.1 4,961 11.1

   固定資産合計 26,507 59.0 26,765 55.9 25,222 56.4

   資産合計 44,962 100.0 47,844 100.0 44,729 100.0



前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び 
   買掛金

※４ 5,300 6,994 5,255

 ２ 短期借入金 ※２ 5,966 5,001 5,582

 ３ 一年内償還社債 2,500 3,500 ─

 ４ 未払法人税等 98 142 151

 ５ 賞与引当金 488 654 445

 ６ 役員賞与引当金 ─ ─ 14

 ７ 未払金 2,194 2,324 2,174

 ８ その他 475 638 489

   流動負債合計 17,024 37.9 19,255 40.2 14,112 31.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 3,500 ─ 3,500

 ２ 長期借入金 ※２ 1,794 5,254 4,457

 ３ 退職給付引当金 2,464 3,090 2,443

 ４ 役員退職慰労引当 
   金

─ 279 ─

 ５ その他 180 179 179

   固定負債合計 7,939 17.6 8,804 18.4 10,580 23.7

   負債合計 24,963 55.5 28,059 58.6 24,692 55.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,666 6,666 6,666

 ２ 資本剰余金 8,740 8,740 8,741

 ３ 利益剰余金 3,398 3,354 3,665

 ４ 自己株式 △ 850 △ 938 △ 934

   株主資本合計 17,955 39.9 17,824 37.3 18,138 40.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,948 1,366 1,803

 ２ 繰延ヘッジ損益 ─ 3 ─

 ３ 為替換算 
   調整勘定

61 106 84

   評価・換算 
   差額等合計

2,009 4.5 1,475 3.1 1,888 4.2

Ⅲ 少数株主持分 34 0.1 485 1.0 11 0.0

   純資産合計 19,999 44.5 19,784 41.4 20,037 44.8

   負債純資産合計 44,962 100.0 47,844 100.0 44,729 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 18,687 100.0 22,903 100.0 41,519 100.0

Ⅱ 売上原価 13,751 73.6 16,898 73.8 30,549 73.6

   売上総利益 4,935 26.4 6,005 26.2 10,970 26.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 荷造運賃 1,057 1,258 2,206

 ２ 広告宣伝・販促費 313 246 612

 ３ 給与及び手当 1,750 2,077 3,723

 ４ 賞与引当金繰入額 273 361 245

 ５ 役員賞与引当金 
   繰入額

─ ─ 14

 ６ 退職給付費用 84 164 171

 ７ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

─ 15 ─

 ８ 旅費交通費 164 174 310

 ９ 通信費 124 149 251

 10 福利厚生費 309 368 577

 11 賃借料 253 275 502

 12 減価償却費 179 186 362

 13 貸倒引当金繰入額 19 2 35

 14 その他 718 5,249 28.1 766 6,048 26.4 1,429 10,440 25.1

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△ 314 △1.7 △ 42 △0.2 530 1.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9 11 19

 ２ 受取配当金 34 34 46

 ３ 受取賃貸料 62 56 135

 ４ 受取保険金 92 90 98

 ５ 為替差益 5 0 2

 ６ その他 60 265 1.4 68 261 1.2 119 421 1.0



  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 102 113 208

 ２ 貸与資産諸費用 24 29 56

 ３ その他 30 157 0.8 17 161 0.7 69 335 0.8

   経常利益又は 
   経常損失（△）

△ 206 △1.1 57 0.3 615 1.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 1 5 2

 ２ 投資有価証券 
   売却益

37 245 127

 ３ 貸倒引当金戻入益 44 8 46

 ４ 寄付金受贈益 ※２ ─ 32 ─

 ５ その他 0 83 0.5 1 292 1.3 2 178 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※３ 56 5 72

 ２ 投資有価証券 
   売却損

― ─ 0

 ３ 投資有価証券 
   評価損

― 13 ─

 ４ たな卸資産処分損 ― 20 ─

 ５ たな卸資産評価損 7 ─ 7

 ６ 役員退職慰労金 ― ─ 80

 ７ 過年度役員退職 
   慰労引当金繰入額

─ 299 ─

 ８ その他 0 64 0.4 14 353 1.6 1 161 0.4

      税金等調整前 
   当期純利益又は 
   税金等調整前 
   中間純損失(△)

△ 187 △1.0 △ 4 △0.0 632 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

81 122 139

   法人税等調整額 ※４ △ 17 63 0.3 △ 8 113 0.5 325 465 1.1

   少数株主利益 
   又は少数株主 
   損失（△）

△ 29 △0.1 19 0.1 △ 52 △0.1

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)

△ 221 △1.2 △ 137 △0.6 220 0.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
（注)１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

  

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 3,816 △645 18,578 2,291 67 2,358 64 21,000

中間連結会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当(注1) △176 △176 △176

 役員賞与(注1) △20 △20 △20

 中間純損失 △221 △221 △221

 自己株式の取得 △206 △206 △206

 自己株式の処分 0 1 1 1

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△342 △5 △348 △30 △378

中間連結会計期間中の 
変動額合計（百万円）

― 0 △417 △205 △622 △342 △5 △348 △30 △1,001

平成18年９月30日残高 
（百万円）

6,666 8,740 3,398 △850 17,955 1,948 61 2,009 34 19,999

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 

持分

純資産 

合計
資本金

資本 

剰余金

利益 

剰余金
自己株式

株主資本

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延 

ヘッジ 

損益

為替換算

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,741 3,665 △934 18,138 1,803 ─ 84 1,888 11 20,037

中間連結会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △173 △173 △173

 中間純損失 △137 △137 △137

 自己株式の取得 △4 △4 △4

 自己株式の処分 △0 0 0 0

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△437 3 21 △412 474 61

中間連結会計期間中の 
変動額合計（百万円）

─ △0 △310 △3 △314 △437 3 21 △412 474 △252

平成19年９月30日残高 
（百万円）

6,666 8,740 3,354 △938 17,824 1,366 3 106 1,475 485 19,784



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
（注)１ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月の取締役会における中間配当でありま

す。 

２ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

株主資本 評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 3,816 △645 18,578 2,291 67 2,358 64 21,000

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(注1) △350 △350 △350

 役員賞与(注2) △20 △20 △20

 当期純利益 220 220 220

 自己株式の取得 △290 △290 △290

 自己株式の処分 0 1 1 1

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の 
 変動額(純額)

△487 17 △469 △53 △523

連結会計年度中の 
変動額合計（百万円）

─ 0 △150 △288 △439 △487 17 △469 △53 △963

平成19年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,741 3,665 △934 18,138 1,803 84 1,888 11 20,037



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
   税金等調整前当期純利益 
      又は税金等調整前中間 
   純損失（△）

△ 187 △ 4 632

   減価償却費 556 665 1,170

   のれんの償却額 23 29 47

   貸倒引当金の増減額 
  （△は減少）

△ 18 △ 8 1

   賞与引当金の増加額 99 104 56

   役員賞与引当金の増減額 
  （△は減少）

─ △ 14 14

   退職給付引当金の減少額 △ 49 △ 13 △ 70

   役員退職慰労引当金の 
   増加額

─ 260 ─

   受取利息及び受取配当金 △ 44 △ 45 △ 66

   支払利息 102 113 208

   有価証券売却損益等 △ 5 △ 4 △ 9

   投資有価証券売却損益等 △ 37 △ 245 △ 126

   投資有価証券評価損 ― 13 ─

   たな卸資産処分損等 7 ─ ─

   有形固定資産の 
   処分損益等

54 △ 0 70

   売上債権の減少額 2,398 2,211 662

   たな卸資産の増加額 △ 825 △ 1,190 △ 70

   仕入債務の減少額 △ 2,520 △ 807 △ 2,566

   未払消費税等の増減額 
  （△は減少）

△ 13 44 △ 99

   役員賞与の支払額 △ 8 ─ △ 20

   その他 429 △ 135 425

    小計 △ 39 976 260

   利息及び配当金の受取額 44 45 66

   利息の支払額 △ 103 △ 119 △ 220

   役員退職金の支払額 ― ─ △ 80

   法人税等の支払額 △ 96 △ 203 △ 72

   損害賠償金の支払額 △ 115 ─ △ 115

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 310 698 △ 160



 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の預入 
   による支出

― △ 0 ─

   有価証券の売買 
   による収支(純額)

5 4 9

   有形固定資産の取得 
   による支出

△ 518 △ 470 △ 832

   有形固定資産の売却 
   による収入

20 2 24

   無形固定資産の取得 
   による支出

△ 17 △ 42 △ 33

   投資有価証券の取得 
   による支出

△ 51 △ 58 △ 150

   投資有価証券の売却 
   による収入

133 63 790

   連結範囲の変更を伴う子 
      会社株式取得による収入

─ 224 ─

   子会社株式取得 
   による支出

― △ 1 ─

   短期貸付による純増減額 △ 13 2 72

   長期貸付による支出 ― △ 10 ─

   長期貸付金の回収 
   による収入

32 ─ 41

   関係会社整理による収入 ― 10 ─

   営業譲受による支出 ─ △ 10 ─

   その他 △ 32 △ 18 △ 45

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 440 △ 304 △ 124

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入による純増減額 299 △ 1,139 2,377

   社債の償還による支出 ― ─ △ 2,500

   長期借入金の借入 
   による収入

600 1,900 4,400

   長期借入金の返済 
   による支出

△ 963 △ 927 △ 4,268

   配当金の支払額 △ 176 △ 173 △ 350

   自己株式取得による支出 △ 206 △ 4 △ 290

   その他 △ 5 △ 1 △ 10

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△ 452 △ 345 △ 642

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△ 0 15 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△ 1,204 64 △ 925

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

4,151 3,226 4,151

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

2,947 3,290 3,226



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項
 
(1) 連結子会社の数 ９社

連結子会社名は、関宮

ナカバヤシ㈱、島根ナカ

バヤシ㈱、ロアス㈱、日

達物流㈱、フエル販売

㈱、㈱三洋商会、㈱ミヨ

シ、リーマン㈱、寧波仲

林文化用品有限公司であ

ります。

 
(1) 連結子会社の数 10社

連結子会社名は、関宮

ナカバヤシ㈱、島根ナカ

バヤシ㈱、ロアス㈱、日

達物流㈱、フエル販売

㈱、㈱三洋商会、㈱ミヨ

シ、リーマン㈱、日本通

信紙㈱、寧波仲林文化用

品有限公司であります。 

 上記のうち、日本通信

紙㈱については当中間連

結会計期間において新た

に取得したため、連結の

範囲に含めております。

 
(1) 連結子会社の数 ９社

連結子会社名は、関宮

ナカバヤシ㈱、島根ナカ

バヤシ㈱、ロアス㈱、日

達物流㈱、フエル販売

㈱、㈱三洋商会、㈱ミヨ

シ、リーマン㈱、寧波仲

林文化用品有限公司であ

ります。

(2) 非連結子会社の数

２社

非連結子会社は、東日

本商事㈱、仲林（寧波）

商業有限公司でありま

す。

(2) 非連結子会社の数

２社

非連結子会社は、仲林

（寧波）商業有限公司、

ＮＴＫ印刷加工㈱であり

ます。 

 なお、東日本商事㈱は

平成19年９月14日付をも

って清算結了しておりま

す。

(2) 非連結子会社の数

２社

非連結子会社は、東日

本商事㈱、仲林（寧波）

商業有限公司でありま

す。

(3) 非連結子会社について

の連結の範囲から除い

た理由

上記非連結子会社の総

資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等はいずれ

も小規模であり、全体と

しても中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼして

おりません。

(3) 非連結子会社について

の連結の範囲から除い

た理由

  左に同じ

(3) 非連結子会社について

の連結の範囲から除い

た理由

上記非連結子会社の総

資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等はいずれ

も小規模であり、全体と

しても連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしており

ません。

２ 持分法の適用に関

する事項

 非連結子会社及び関連会

社については、中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり且つ、全

体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する

投資勘定については持分法

を適用せず原価法により評

価しております。 

 非連結子会社は、東日本

商事㈱、仲林（寧波）商業

有限公司で関連会社は西日

本フエル㈱であります。

 非連結子会社及び関連会

社については、中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり且つ、全

体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する

投資勘定については持分法

を適用せず原価法により評

価しております。 

 非連結子会社は、仲林

（寧波）商業有限公司、Ｎ

ＴＫ印刷加工㈱でありま

す。 

 なお、東日本商事㈱は平

成19年９月14日付をもっ

て、また、西日本フエル㈱

は平成19年９月20日付をも

って清算結了しておりま

す。

 非連結子会社及び関連会

社については、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり且つ、全

体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する

投資勘定については持分法

を適用せず原価法により評

価しております。 

 非連結子会社は、東日本

商事㈱、仲林（寧波）商業

有限公司で関連会社は西日

本フエル㈱であります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関す

る事項

 連結子会社のうち、寧波

仲林文化用品有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、2006年

６月30日現在の中間財務諸

表を使用しておりますが、

中間連結決算日との間に生

じた重要な取引について

は、中間連結決算日上必要

な調整を行っております。

 連結子会社のうち、寧波

仲林文化用品有限公司の中

間決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成にあたっては、2007年

６月30日現在の中間財務諸

表を使用しております。ま

た、㈱三洋商会の中間決算

日は８月31日であります。

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、2007年８月31

日現在の中間財務諸表を使

用しております。 

 なお、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、中間連結決算日

上必要な調整を行っており

ます。 

 連結子会社のうち、寧波

仲林文化用品有限公司の決

算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に

あたっては、2006年12月31

日現在の財務諸表を使用し

ておりますが、連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結決算日上

必要な調整を行っておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の

㈱三洋商会の事業年度の決

算日は３月31日であります

が、当連結会計年度より決

算日を２月28日に変更して

おります。そのため、当連

結会計年度においては、㈱

三洋商会は平成18年４月１

日から平成19年２月28日ま

での11ヶ月分を算入してお

ります。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

  ・その他有価証券

    時価のあるもの

     中間連結会計期

間末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

  ・その他有価証券

    時価のあるもの

     左に同じ

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

  ・その他有価証券

    時価のあるもの

     連結会計年度末

日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全

部純資産直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定)

    時価のないもの

     移動平均法によ

る原価法

    時価のないもの

     左に同じ

    時価のないもの

     左に同じ

 ② デリバティブ

   時価法によっており

ます。

 ② デリバティブ

   左に同じ

 ② デリバティブ

   左に同じ

 ③ たな卸資産

   主として先入先出法

による原価法によって

おります。

 ③ たな卸資産

   左に同じ   

 ③ たな卸資産

   左に同じ



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

   ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。 

 また在外子会社は、

定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数

は以下の通りでありま

す。

   建物及び構築物

７年～50年

   機械装置

４年～17年

   また、当社及び国内

連結子会社について

は、取得金額が10万円

から20万円未満の資産

については、３年間で

均等償却する方法を採

用しております。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

 ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。 

 また在外子会社は、

定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数

は以下の通りでありま

す。

   建物及び構築物

７年～60年

   機械装置

４年～17年

  また、当社及び国内連

結子会社については、取

得金額が10万円から20万

円未満の資産について

は、３年間で均等償却す

る方法を採用しておりま

す。

 (会計方針の変更)

  当社及び国内連結子会

社は、法人税法の改正

((所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))

に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更

しております。  

 これに伴い、営業損失

が10百万円増加し、経常

利益が10百万円減少して

おります。また、税金等

調整前中間純損失が10百

万円及び中間純損失が５

百万円それぞれ増加して

おります。  

 なお、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載して

おります。

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。

   ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

については、定額法を

採用しております。 

 また在外子会社は、

定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数

は以下の通りでありま

す。

   建物及び構築物

７年～50年

   機械装置

４年～17年

   また、当社及び国内

連結子会社について

は、取得金額が10万円

から20万円未満の資産

については、３年間で

均等償却する方法を採

用しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

―――   (追加情報)

  なお、平成19年３月31

日以前に取得したものに

ついては、改正前の法人

税法の適用により取得価

額の５％に到達した期の

翌期より、取得価額の

５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり

均等償却する方法によっ

ております。 

 これに伴い、営業損失

が53百万円増加し、経常

利益が53百万円減少して

おります。また、税金等

調整前中間純損失が53百

万円及び中間純損失が31

百万円それぞれ増加して

おります。

―――

 ② 無形固定資産

   定額法を採用してお

ります。

   ただし、市場販売目

的のソフトウェアは販

売可能な見込有効期間

(３年以内)に基づく定

額法、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(主として５年)に

基づく定額法を採用し

ております。

 ② 無形固定資産

   定額法を採用してお

ります。

   ただし、自社利用の

ソフトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(主として５

年)に基づく定額法を

採用しております。

 ② 無形固定資産

   定額法を採用してお

ります。

   ただし、市場販売目

的のソフトウェアは販

売可能な見込有効期間

(３年以内)に基づく定

額法、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(主として５年)に

基づく定額法を採用し

ております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については、貸

倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権

については、個別に債

権の回収可能性を検討

し回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   左に同じ

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   左に同じ

 ② 賞与引当金

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見

込額に基づき計上して

おります。

 ② 賞与引当金

   左に同じ

 ② 賞与引当金

   左に同じ



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

 ③ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。

   なお、会計基準変更

時差異(1,337百万円)

については、15年によ

る按分額を費用処理し

ております。

   数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数10年

による定額法により翌

連結会計年度から費用

処理することとしてお

ります。

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数５年による

定額法により費用処理

しております。

 ③ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。

   なお、会計基準変更

時差異(1,965百万円)

については、15年によ

る按分額を費用処理し

ております。

   数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数10年

による定額法により翌

連結会計年度から費用

処理することとしてお

ります。

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数５年による

定額法により費用処理

しております。

 ③ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

連結会計年度末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

ります。

   なお、会計基準変更

時差異(1,337百万円)

については、15年によ

る按分額を費用処理し

ております。

   数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数10年

による定額法により翌

連結会計年度から費用

処理することとしてお

ります。

   過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数５年による

定額法により費用処理

しております。

 ④ 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支

給に充てるため、支給

見込額を計上しており

ます。  

 なお、役員に対する

賞与は、通期の業績を

基礎として算定してお

り、中間連結会計期間

において合理的に見積

もることが困難なた

め、計上しておりませ

ん。

  (会計方針の変更)

   当中間連結会計期間

から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用し

ております。  

 これによる損益に与

える影響はありませ

ん。

 ④ 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支

給に充てるため、支給

見込額を計上しており

ます。  

 なお、役員に対する

賞与は、通期の業績を

基礎として算定してお

り、中間連結会計期間

において合理的に見積

もることが困難なた

め、計上しておりませ

ん。

 ④ 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支

給に充てるため、支給

見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を

計上しております。  

(会計方針の変更)  

 当連結会計年度から

「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基

準委員会平成17年11月

29日 企業会計基準第

４号)を適用しており

ます。  

 この結果、従来の方

法に比べて、営業利

益、経常利益、税金等

調整前当期純利益及び

当期純利益が、14百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情

報に与える影響は、当

該箇所に記載しており

ます。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

―――  ⑤ 役員退職慰労引当金

   当社及び一部の連結

子会社の役員の退職慰

労金の支給に充てるた

め、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給

額を計上しておりま

す。

 （会計処理の変更） 

 当社の役員退職慰労

金は、従来支出時の費

用として処理しており

ましたが、「役員賞与

に関する会計基準」

（企業会計基準第４

号）の適用により役員

賞与が費用計上される

こととなったこと及び

「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計

士協会 平成19年４月

13日 監査・保証実務

委員会報告第42号）が

公表されたことを契機

とし、当中間連結会計

期間より中間連結会計

期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として

計上する方法に変更し

ております。 

 この変更により、当

中間連結会計期間の営

業損失が９百万円多

く、経常利益が９百万

円少なく計上されてお

ります。また、税金等

調整前中間純損失が

256百万円及び中間純

損失が151百万円多く

計上されております。 

 なお、セグメント情

報に与える影響につい

ては、当該箇所に記載

しております。

―――



  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(4) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

  左に同じ

(4) 重要なリース取引の処

理方法

  左に同じ

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によ

っております。

   なお、為替予約及び

通貨スワップについて

は、振当処理の要件を

満たしている場合には

振当処理に、金利スワ

ップについては、特例

処理の要件を満たして

いる場合には特例処理

によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

   左に同じ

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

   左に同じ

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

  ａ ヘッジ手段…為替

予約

    ヘッジ対象…製品

輸出による外貨

建売上債権並び

に原材料・製品

輸入による外貨

建買入債務及び

外貨建予定取引

  ｂ ヘッジ手段…金利

スワップ

    ヘッジ対象…借入

金

  ｃ ヘッジ手段…通貨

スワップ

    ヘッジ対象…製品

輸入による外貨

建買入債務及び

外貨建予定取引

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

   左に同じ

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

   左に同じ

 ③ ヘッジ方針

   外貨建債権債務及び

借入金に係る為替変動

リスク及び金利変動リ

スクをヘッジする目的

で、社内規定に基づ

き、デリバティブ取引

を利用しております。

原則として実需に基づ

くものを対象として利

用しており、投機目的

のデリバティブ取引は

行っておりません。

 ③ ヘッジ方針 

   左に同じ

 ③ ヘッジ方針 

   左に同じ



 
  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

   ヘッジ対象のキャッ
シュ・フロー変動の累
計又は相場変動の累計
とヘッジ手段のキャッ
シュ・フローの変動の
累計とを比較し、両者
の変動額等を基礎とし
てヘッジの有効性を評
価しております。但
し、振当処理の要件を
満たしている為替予
約、通貨スワップと特
例処理の要件を満たし
ている金利スワップに
ついては、有効性の判
定を省略しておりま
す。

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

  左に同じ

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法

  左に同じ

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

  消費税等の会計処理
  税抜方式によっており
ます。

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

 消費税等の会計処理
 左に同じ

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理
 左に同じ

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲

 手許現金、随時引き出し
可能な預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３
ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資であります。

 左に同じ  左に同じ

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は19,964百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は20,026百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。



  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

（中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」、無形固定資産

の「その他」に含まれていた「営業

権」は、当中間連結会計期間から

「のれん」として表示しておりま

す。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書） 

 「連結調整勘定償却額」、営業活

動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含まれていた「営業権の償

却額」は、当中間連結会計期間から

「のれんの償却額」として表示して

おります。

――― (企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委

員会 終改正平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 連結財務諸表規則の改正による連

結財務諸表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。 

(連結貸借対照表) 

 「連結調整勘定」、無形固定資産

の「その他」に含まれていた「営業

権」は、当連結会計年度末残高につ

いて「連結調整勘定」と「営業権」

を合算して「のれん」として表示し

ております。 

 なお、当連結会計年度末における

従来の「営業権」、「連結調整勘

定」に相当する金額は、それぞれ以

下のとおりであります。 

 連結調整勘定     106百万円 

 営業権         4百万円 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 「連結調整勘定償却額」、営業活

動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含まれていた「営業権の償

却額」は、当連結会計年度から「の

れんの償却額」として一括して表示

しております。 

 なお、当連結会計年度におけるそ

れぞれの金額は、以下のとおりであ

ります。 

 連結調整勘定償却額  43百万円 

 営業権の償却額     4百万円



次へ 

(表示方法の変更) 

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において固定資産の「投資その他

の資産」の「その他」に含めて表示しておりました有限

会社への出資金は、当中間連結会計期間より「投資有価

証券」に含めて表示しております。 

 なお、前中間連結会計期間の固定資産の「投資その他

の資産」の「その他」に含めて表示しておりました有限

会社への出資金は０百万円であります。

───

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

28,753百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

31,470百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

29,170百万円

※２ 担保資産

    長期借入金(１年内返済分

を含む)2,074百万円及び短期

借入金100百万円の担保に供

しているものは、次のとおり

であります。

建物 720百万円

土地 1,543百万円

投資有価証券 3,363百万円

計 5,627百万円

※２ 担保資産

    長期借入金(１年内返済分

を含む)2,347百万円及び短期

借入金672百万円の担保に供

しているものは、次のとおり

であります。

建物 1,173百万円

土地 2,297百万円

投資有価証券 2,086百万円

計 5,557百万円

※２ 担保資産

    長期借入金(１年内返済分

を含む)2,228百万円の担保に

供しているものは、次のとお

りであります。

 

建物 706百万円

土地 1,543百万円

投資有価証券 2,869百万円

計 5,120百万円

 ３ 保証債務

    従業員の住宅資金等の銀行

からの借入金7百万円に対し

ての債務を保証しておりま

す。

 ３ 保証債務

    従業員の住宅資金等の銀行

からの借入金5百万円に対し

ての債務を保証しておりま

す。

 ３ 保証債務

    従業員の住宅資金等の銀行

からの借入金6百万円に対し

ての債務を保証しておりま

す。

※４   中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

満期日に決済がおこなわれた

ものとして処理しておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高から除かれて

おります。 

受取手形     356百万円 

支払手形      29百万円

※４   中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

満期日に決済がおこなわれた

ものとして処理しておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高から除かれて

おります。 

受取手形     219百万円 

支払手形     442百万円

※４   当連結会計年度末日満期手

形の会計処理については、満

期日に決済が行われたものと

して処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の当連結会計年度末日

満期手形が、当連結会計年度

末残高から除かれておりま

す。 

受取手形    199百万円 

支払手形     7百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳

機械及び装置 1百万円

※１ 固定資産売却益の内訳

土地 4百万円

建物 0百万円

計 5百万円

※１ 固定資産売却益の内訳

機械及び装置 1百万円

車輌運搬具 0百万円

計 2百万円

※２   ―――――― ※２ 寄付金受贈益

 日本通信紙㈱の社員持株

会より、解散時に同社が寄

付を受けたものでありま

す。

※２   ――――――

 

※３ 固定資産処分損の内訳

  ①固定資産売却損

機械及び装置 1百万円

※３ 固定資産処分損の内訳

  ①固定資産売却損 

          ――――――

※３ 固定資産処分損の内訳

  ①固定資産売却損

機械及び装置 2百万円

車輌運搬具 0百万円

計 2百万円

 

  ②固定資産除却損

建物 0百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 48百万円

車輌運搬具 0百万円

工具、器具及び 
備品

5百万円

計 55百万円
 

  ②固定資産除却損

建物 2百万円

機械及び装置 0百万円

車輌運搬具 0百万円

工具、器具及び
備品

1百万円

計 5百万円

  ②固定資産除却損

建物 0百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 49百万円

車輌運搬具 0百万円

工具、器具及び 
備品

14百万円

ソフトウェア 5百万円

計 70百万円

※４   ―――――― ※４  当中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る圧縮積立金及び特別償却準

備金の積立て及び取崩しを前

提として、当中間連結会計期

間に係る金額を計算しており

ます。

※４   ――――――



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

     
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元株式の買取りによる増加      704,000株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少    5,387株 
  
３ 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな
るもの 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

     
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    18,178株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少    2,283株 
  
３ 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな
るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 61,588,589 ― ― 61,588,589

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,734,612 721,642 5,387 3,450,867

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 176 3 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 174 3 平成18年９月30日 平成18年12月13日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 61,588,589 ─ ─ 61,588,589

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,764,461 18,178 2,283 3,780,356

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 173 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 173 3 平成19年９月30日 平成19年12月６日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元株式の買取りによる増加      1,000,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加      36,141株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     6,292株 
  
３ 配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 61,588,589 ─ ─ 61,588,589

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,734,612 1,036,141 6,292 3,764,461

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 176 3 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 174 3 平成18年９月30日 平成18年12月13日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 

預金勘定
3,027百万円

預入期間が 
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△80百万円

現金及び 
現金同等物

2,947百万円

 

 １ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 

預金勘定
3,372百万円

預入期間が
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△81百万円

現金及び
現金同等物

3,290百万円  

 １ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び 

預金勘定
3,306百万円

預入期間が
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△80百万円

現金及び
現金同等物

3,226百万円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
(機械装
置及び運
搬具

518 295 ― 223

有形固定
資産その
他 
( 工 具、
器具及び
備品)

759 366 ― 392

無形固定
資産 
(その他)

401 134 4 262

合計 1,679 796 4 878

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

有形固定
資産 
(機械装
置及び運
搬具

426 251 ─ 175

有形固定
資産その
他 
( 工 具、
器具及び
備品)

622 333 ─ 288

無形固定
資産 
(その他)

454 197 4 252

合計 1,503 782 4 716

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

有形固定
資産 
(機械装
置及び運
搬具)

518 321 ─ 197

有形固定
資産その
他 
( 工 具、
器具及び
備品)

603 283 ─ 319

無形固定
資産 
(その他)

450 172 4 273

合計 1,572 777 4 790

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(注) 左に同じ (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 285百万円

１年超 595百万円

合計 881百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

2百万円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 268百万円

１年超 449百万円

合計 718百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

1百万円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 272百万円

１年超 520百万円

合計 793百万円

リース資産減損勘定期末残高

2百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

(注) 左に同じ (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 163百万円

(2) リース資産
  減損勘定の
  取崩額

0百万円

(3) 減価償却費 
  相当額

162百万円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 146百万円

(2) リース資産
  減損勘定の
  取崩額

0百万円

(3) 減価償却費
  相当額

145百万円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 319百万円

(2) リース資産
 減損勘定の
 取崩額

1百万円

(3) 減価償却費
 相当額

318百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

  左に同じ

４ 減価償却費相当額の算定方法

  左に同じ



前へ 

(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
  
２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
（注） その他有価証券で時価のある株式については、時価が取得原価に比べて５０％以上下落した銘柄は全て減損処理を

行い、３０％以上５０％未満下落した銘柄については、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処
理を行っております。 
 なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損13百万円を計上しております。 

  
３ 時価評価されていない主な有価証券 
  

   
(デリバティブ取引関係) 

 
（注） 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

 ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。 
  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 
  
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 
  
前連結会計年度  （自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年3月31日)

取得原価 
(百万円)

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照表
計上額 

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 1,309 4,538 3,229 1,312 3,672 2,360 1,240 4,229 2,988

(2) 債券

① 国債・地方債等 ― ― ― ─ ─ ─ ─ ─ ─

② 社債 3 5 2 ─ ─ ─ 3 5 2

③ その他 111 111 △0 ─ ─ ─ 11 11 △0

(3) その他 100 171 70 89 150 60 89 155 65

合計 1,524 4,826 3,301 1,402 3,823 2,421 1,345 4,401 3,056

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年3月31日)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式 481 193 192

その他(非公募の内国債券) ― ─ ―

合計 481 193 192

区分 種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日現在)

契約 
金額等 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約
金額等 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約
金額等 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引 
以外の取引

(通貨関連)

クーポンスワ
ップ取引

34 3 3 ─ ─ ─ 15 1 1

合計 34 3 3 ─ ─ ─ 15 1 1



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 
３ 営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額及び主な内容は以下のとおりでありま

す。 

 
４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（会計方針の変更）」に記載の通り、当中間連結会計期間から

当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、当中間連結会計期間にお

ける営業費用は、「紙製品関連事業」が６百万円増加し、「事務機器関連事業」が３百万円増加し、それぞ

れ営業利益が同額減少しております。 

紙製品 
関連事業 
(百万円)

事務機器
関連事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高
(1) 外部顧客に対する 
  売上高

11,335 7,310 41 18,687 ― 18,687

(2) セグメント間の
  内部売上高又は振替高

19 105 787 912 (912) ―

計 11,355 7,415 828 19,600 (912) 18,687
営業費用 11,126 7,320 808 19,256 (254) 19,001
営業利益又は営業損失(△) 228 95 20 343 (658) △314

紙製品 
関連事業 
(百万円)

事務機器
関連事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高
(1) 外部顧客に対する 
  売上高

16,003 6,855 44 22,903 ─ 22,903

(2) セグメント間の
  内部売上高又は振替高

12 29 771 814 (814) ─

計 16,016 6,884 816 23,717 (814) 22,903
営業費用 15,500 6,841 797 23,138 (192) 22,946
営業利益又は営業損失(△) 516 43 18 579 (621) △42

紙製品 
関連事業 
(百万円)

事務機器
関連事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高
(1) 外部顧客に対する 
  売上高

26,818 14,630 70 41,519 ─ 41,519

(2) セグメント間の
  内部売上高又は振替高

30 221 1,659 1,912 (1,912) ─

計 26,849 14,852 1,729 43,431 (1,912) 41,519
営業費用 25,349 14,464 1,697 41,512 (522) 40,989
営業利益 1,499 388 32 1,919 (1,389) 530

(1) 紙製品関連事業……図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業…ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・チ

ャイルドシート等の製造販売

(3) その他事業…………貨物自動車運送事業・同取扱事業

前中間連結
会計期間 
(百万円)

当中間連結
会計期間 
(百万円)

前連結
会計年度 
(百万円)

主な内容

消去又は全社の項目に含め 
た配賦不能営業費用の金額

658 658 1,307
当社本社の総務、経理部
門等管理部門に係る費用



５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法 ①有形固定資産（追加情報）」に記載の通り、当中間連結会計期間から当社及

び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産について、改正

前の法人税法の適用により取得価額の５％に到達した期の翌期より、取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却する方法によっております。これに伴い、当中間連結会計期間における営業

費用は、「紙製品関連事業」が37百万円増加し、「事務機器関連事業」が14百万円増加し、「その他事業」

が０百万円増加し、「全社（消去又は全社）」が１百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しておりま

す。 

６ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 重要な引当

金の計上基準 ④役員賞与引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、前連結会計年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を適用しております。こ

の変更に伴い、前連結会計年度における営業費用は「全社（消去又は全社）」が、14百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。 

７ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （3）重要な引

当金の計上基準 ⑤役員退職慰労引当金（会計処理の変更）」に記載の通り、当中間連結会計年度から当社

は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しておりま

す。この変更に伴い、当中間連結会計年度における営業費用は「全社（消去又は全社）」が９百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成19

年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．企業結合の概要 

 
  

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成19年４月１日から平成19年９月30日まで 

  

３．被取得企業の取得原価及び内容 

取得の対価 

 
  

４．発生したのれんの金額等 

(1) のれんの金額      54百万円 

(2) 発生原因 

企業結合時の純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。 

(3) 償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。 

  

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

(1) 被取得企業の名称 日本通信紙株式会社

(2) 被取得企業の事業の内容 印刷加工、ロール紙加工、情報処理事業

(3) 企業結合を行った主な理由 ビジネスフォーム・ＤＰＳ事業の拡充・効率化

(4) 企業結合日 平成19年６月22日

(5) 企業結合の法的形式 当社による株式の取得

(6) 結合後企業の名称 日本通信紙株式会社

(7) 取得した議決権 51.25％

  現金 533百万円

取得原価 533百万円

流動資産 3,030百万円

固定資産 2,213百万円

資産計 5,244百万円

流動負債 3,342百万円

固定負債 967百万円

負債計 4,309百万円



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

  
１. １株当たり純資産額 

  

 
  

２. １株当たり当期純利益又は中間純損失の金額 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 343円41銭 １株当たり純資産額 333円85銭 １株当たり純資産額 346円34銭

１株当たり中間純損失 3円77銭 １株当たり中間純損失 2円37銭 １株当たり当期純利益 3円77銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失が計上されており、また潜

在株式が存在しないため記載してお

りません。

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失が計上されており、また潜

在株式が存在しないため記載してお

りません。

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 19,999 19,784 20,037

普通株式に係る純資産額（百万円） 19,964 19,299 20,026

差額の主な内訳（百万円）

 少数株主持分 34 485 11

普通株式の発行済株式数（千株） 61,588 61,588 61,588

普通株式の自己株式数（千株） 3,450 3,780 3,764

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

58,137 57,808 57,824

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純利益又は中間純損失（△） 
(百万円)

△221 △137 220

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─ ―

普通株式に係る当期純利益 
又は中間純損失(△)(百万円)

△221 △137 220

普通株式の期中平均株式数(千株) 58,719 57,817 58,309



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― (自己株式の取得)
 当社は、平成19年11月９日開催の
取締役会におきまして、会社法第
165条第３項の規定により読み替え
て適用される同法第156条の規定に
基づき、自己株式取得に係る事項を
決議し、自己株式の取得を以下のと
おり実施いたしました。
(1) 自己株式取得に関する取締役会
の決議内容
① 取得の理由

 機動的な資本政策を遂行する
ため

② 取得の方法
 市場買付け

③ 取得する株式の種類
 当社普通株式

④ 取得する株式の数
 130万株（上限）

⑤ 取得価額の総額
 3億円（上限）

⑥ 取得の時期
 平成19年11月12日から
 平成20年１月31日まで

(2) 取得日
 平成19年12月11日

(3) その他
 上記市場買付けによる取得の
結果、当社普通株式 
1,100,000株（取得価額221百万
円）を取得いたしました。

 

(株式取得による会社の買収)
当社は、平成19年６月22日、日本

通信紙株式会社の発行済株式総数の
51.25％の株式を取得し、子会社と
いたしました。
１ その旨及び目的
 当社の主要事業の一つであるビ
ジネスフォーム・ＤＰＳ事業は、
主として当社の本社工場にて生産
していますが、関東での生産拠点
を確保することにより、業容の拡
大と効率化が図れると考えていま
す。また、日本通信紙株式会社に
おいても、当社の図書製本、手
帳、商業印刷等の多彩な商品群と
オンデマンド事業等の新鋭の設備
を有効に活用することにより、売
上、利益に寄与するものと考えて
います。今後は、営業及び生産の
協力体制を構築することにより、
より幅広い顧客へ多様な製品、サ
ービスを提供することができ、大
きなシナジー効果が期待できると
判断いたしました。

２ 株式取得の先の名称
 日本製紙株式会社 他

３ 買収した会社の名称、事業内
容、規模

(1) 買収した会社の名称及び所在
地

 ①名称  日本通信紙株式会社 
②所在地 東京都台東区池之端 
     １丁目６番13号

(2) 事業内容 
 印刷加工、ロール紙加工、 
 情報処理事業

(3) 規模
①資本金     228百万円 
②発行済株式総数 336,000株

 ③ 近事業年度における業績の
動向

決算年月 平成18年３月期 平成19年３月期

売上高 8,364百万円 8,644百万円

営業利益 134百万円 255百万円

経常利益 144百万円 262百万円

当期純利益 56百万円 106百万円

総資産 3,638百万円 4,474百万円

純資産 495百万円 602百万円

４ 取得株式数、取得価額及び取得
前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数  ０株
 （所有割合   0％) 
 （議決権の数  0個)
(2) 取得株式数    172,200株
 （取得価額   533百万円) 
 （議決権の数  172,200個)
(3) 異動後の所有株式数 
          172,200株 
 （所有割合    51.25％) 
 （議決権の数  172,200個)



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,365 2,148 2,546

 ２ 受取手形 ※４ 2,305 1,985 2,662

 ３ 売掛金 5,038 5,117 6,457

 ４ 有価証券 6 3 6

 ５ 製品商品 3,223 3,772 3,051

 ６ 原材料 1,030 1,099 984

 ７ 仕掛品 770 871 542

 ８ 短期貸付金 4 1 1

 ９ 繰延税金資産 486 383 471

 10 その他の 
   流動資産

241 595 144

 11 貸倒引当金 △ 59 △ 65 △ 71

   流動資産合計 15,413 35.7 15,913 37.8 16,798 38.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 ※２ 5,384 5,067 5,240

  (2) 機械及び装置 2,646 2,651 2,541

  (3) 土地 ※２ 8,874 8,872 8,874

  (4) 建設仮勘定 103 53 21

  (5) その他の 
    有形固定資産

346 347 351

   有形固定資産計 17,356 40.1 16,993 40.4 17,029 39.1

 ２ 無形固定資産 61 0.1 101 0.2 69 0.2

 ３ 投資その他の 
   資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 9,237 8,215 8,521

  (2) 長期貸付金 682 552 573

  (3) その他の投資 682 483 686

  (4) 貸倒引当金 △ 204 △ 180 △ 187

   投資その他の 
   資産計

10,398 24.1 9,070 21.6 9,594 22.1

   固定資産合計 27,816 64.3 26,166 62.2 26,694 61.4

   資産合計 43,229 100.0 42,080 100.0 43,492 100.0



前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 1,178 1,096 1,193

 ２ 買掛金 3,617 3,388 3,549

 ３ 短期借入金 4,522 3,277 4,142

 ４ 一年内償還社債 2,500 3,500 ─

 ５ 未払金 ※５ 2,324 2,530 2,588

 ６ 未払法人税等 37 36 63

 ７ 賞与引当金 324 365 303

 ８ 役員賞与引当金 ─ ─ 14

 ９ 設備関係 
   支払手形

59 35 19

 10 その他の 
   流動負債

311 344 371

   流動負債合計 14,875 34.4 14,574 34.6 12,245 28.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 3,500 ─ 3,500

 ２ 長期借入金 ※２ 1,335 4,801 3,957

 ３ 退職給付引当金 2,017 1,969 1,996

 ４ 役員退職慰労 
   引当金

─ 256 ─

 ５ 関係会社事業 
   損失引当金

─ 35 ─

 ６ その他の 
   固定負債

354 200 579

   固定負債合計 7,206 16.7 7,262 17.3 10,033 23.1

   負債合計 22,082 51.1 21,837 51.9 22,278 51.2



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,666 15.4 6,666 15.8 6,666 15.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 8,740 8,740 8,740

  (2) その他資本 
    剰余金

0 0 0

   資本剰余金合計 8,740 20.2 8,740 20.8 8,741 20.1

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,177 1,177 1,177

  (2) その他利益 
    剰余金

   事業拡張準備金 100 100 100

   特別償却準備金 38 40 40

   固定資産圧縮 
   積立金

327 310 310

   配当準備積立金 232 232 232

   退職慰労積立金 280 280 280

   別途積立金 2,300 2,400 2,300

   繰越利益剰余金 191 △ 131 500

   利益剰余金合計 4,646 10.8 4,409 10.5 4,942 11.4

 ４ 自己株式 △ 850 △2.0 △ 938 △2.2 △ 934 △2.1

   株主資本合計 19,203 44.4 18,878 44.9 19,414 44.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,943 1,364 1,799

   評価・換算差額 
   等合計

1,943 4.5 1,364 3.2 1,799 4.2

   純資産合計 21,147 48.9 20,242 48.1 21,214 48.8

   負債純資産合計 43,229 100.0 42,080 100.0 43,492 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 15,360 100.0 15,427 100.0 35,012 100.0

Ⅱ 売上原価 11,735 76.4 11,666 75.6 26,707 76.3

   売上総利益 3,625 23.6 3,761 24.4 8,305 23.7

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

3,795 24.7 3,821 24.8 7,658 21.9

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△ 170 △1.1 △ 60 △0.4 646 1.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 461 3.0 461 3.0 842 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 327 2.1 354 2.3 703 2.0

   経常利益又は 
   経常損失（△）

△ 36 △0.2 45 0.3 785 2.2

Ⅵ 特別利益 ※３ 75 0.4 263 1.7 171 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 63 0.4 636 4.1 150 0.4

   税引前当期純利益 
   又は税引前中間純 
   損失(△)

△ 24 △0.2 △ 327 △2.1 806 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

20 19 42

   法人税等調整額 ※６ △ 4 16 0.1 11 31 0.2 335 377 1.1

   当期純利益又は 
   中間純損失（△）

△ 40 △0.3 △ 358 △2.3 428 1.2



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
（注)１ 特別償却準備金の積立のうち、11百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

２ 特別償却準備金の取崩のうち、12百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

３ 固定資産圧縮積立金の取崩のうち、18百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目でありま

す。 

４ 剰余金の配当のうち、176百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

５ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

６ その他利益剰余金の内訳は下記のとおりであります。 

  その他利益剰余金の内訳 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本 

準備金

その他資本 

剰余金

利益 

準備金

その他利益

剰余金 

(注6)

平成18年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,706 △645 19,645 2,278 2,278 21,924

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の積立(注1) ─ ― ─

 特別償却準備金の取崩(注2) ─ ― ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩(注3)

─ ― ─

 別途積立金の積立(注5) ─ ― ─

 剰余金の配当(注4) △176 △176 △176

 役員賞与(注5) △20 △20 △20

 中間純損失 △40 △40 △40

 自己株式の取得 △206 △206 △206

 自己株式の処分 0 1 1 1

 株主資本以外の項目 
 の中間会計期間中の 
 変動額(純額)

△334 △334 △334

中間会計期間中の変動額 
合計（百万円）

― ― 0 ― △237 △205 △441 △334 △334 △776

平成18年9月30日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,469 △850 19,203 1,943 1,943 21,147

項 目
事業拡張 

準備金

特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金

配当準備 

積立金

退職慰労 

積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成18年３月31日残高 
（百万円）

100 39 346 232 280 2,100 608 3,706

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の積立(注1) 11 △11 ─

 特別償却準備金の取崩(注2) △12 12 ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩(注3)

△18 18 ─

 別途積立金の積立(注5) 200 △200 ─

 剰余金の配当(注4) △176 △176

 役員賞与(注5) △20 △ 20

 中間純損失 △40 △40

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目 
 中間会計期間中の 
 変動額(純額)

中間会計期間中の変動額 
合計（百万円）

─ △0 △18 ─ ─ 200 △417 △237

平成18年９月30日残高 
（百万円）

100 38 327 232 280 2,300 191 3,469

 



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
（注)１ その他利益剰余金の内訳は下記のとおりであります。 

  

  その他利益剰余金の内訳 

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本 

準備金

その他資本 

剰余金

利益 

準備金

その他利益

剰余金 

(注1)

平成19年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,764 △934 19,414 1,799 1,799 21,214

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の積立 ─ ─ ─

 特別償却準備金の取崩 ─ ― ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩

─ ― ─

 別途積立金の積立 ─ ― ─

 剰余金の配当 △173 △173 △173

 中間純損失 △358 △358 △358

 自己株式の取得 △4 △4 △4

 自己株式の処分 △0 0 0 0

 株主資本以外の項目 
 の中間会計期間中の 
 変動額(純額)

△435 △435 △435

中間会計期間中の変動額 
合計（百万円）

― ― △0 ― △532 △3 △536 △435 △435 △971

平成19年９月30日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,232 △938 18,878 1,364 1,364 20,242

項 目
事業拡張 

準備金

特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金

配当準備 

積立金

退職慰労 

積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成19年３月31日残高 
（百万円）

100 40 310 232 280 2,300 500 3,764

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金の積立 ─

 特別償却準備金の取崩 ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩

─

 別途積立金の積立 100 △100 ─

 剰余金の配当 △173 △173

 中間純損失 △358 △358

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目 
 の中間会計期間中の 
 変動額(純額)

中間会計期間中の変動額 
合計（百万円）

─ ─ ─ ─ ─ 100 △632 △532

平成19年９月30日残高 
（百万円）

100 40 310 232 280 2,400 △131 3,232



次へ 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注)１ 特別償却準備金の積立のうち、11百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

２ 特別償却準備金の取崩のうち、12百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

３ 固定資産圧縮積立金の取崩のうち、18百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目でありま

す。 

４ 剰余金の配当のうち、176百万円は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

５ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

６ その他利益剰余金の内訳は下記のとおりであります。 

  
  その他利益剰余金の内訳 

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産 

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算

差額等合計資本 

準備金

その他資本 

剰余金

利益 

準備金

その他利益

剰余金 

(注6)

平成18年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,706 △645 19,645 2,278 2,278 21,924

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の積立(注1) ─ ― ─

 特別償却準備金の取崩(注2) ─ ― ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩(注3)

─ ― ─

 別途積立金の積立(注5) ─ ― ─

 剰余金の配当(注4) △350 △350 △350

 役員賞与(注5) △20 △20 △20

 当期純利益 428 428 428

 自己株式の取得 △290 △290 △290

 自己株式の処分 0 1 1 1

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

△479 △479 △479

事業年度中の変動額 
合計（百万円）

― ― 0 ― 57 △288 △230 △479 △479 △710

平成19年３月31日残高 
（百万円）

6,666 8,740 0 1,177 3,764 △934 19,414 1,799 1,799 21,214

項 目
事業拡張 

準備金

特別償却 

準備金

固定資産 

圧縮積立金

配当準備 

積立金

退職慰労 

積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成18年３月31日残高 
（百万円）

100 39 346 232 280 2,100 608 3,706

事業年度中の変動額

 特別償却準備金の積立(注1) 23 △ 23 ─

 特別償却準備金の取崩(注2) △ 21 21 ─

 固定資産圧縮積立金 
 の取崩(注3)

△ 35 35 ─

 別途積立金の積立(注5) 200 △ 200 ─

 剰余金の配当(注4) △ 350 △ 350

 役員賞与(注5) △ 20 △ 20

 当期純利益 428 428

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額 
合計（百万円）

─ 1 △ 35 ─ ─ 200 △ 107 57

平成19年３月31日残高 
（百万円）

100 40 310 232 280 2,300 500 3,764



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    左に同じ

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社及び関連会社株式 

    左に同じ

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

出しております。)

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     左に同じ

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算出しており

ます。)

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法

    時価のないもの 

     左に同じ

    時価のないもの 

     左に同じ

 (2) デリバティブ 

   時価法

 (2) デリバティブ 

   左に同じ

 (2) デリバティブ 

   左に同じ

 (3) たな卸資産 

   先入先出法による原価法 

 (3) たな卸資産 

   左に同じ

 (3) たな卸資産 

   左に同じ

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

   定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(附属設備を除く)

については、定額法によってお

ります。

   なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

建物及び構築物 ７年～50年

機械装置 ４年～17年

   なお、取得金額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

する方法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

   左に同じ

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

   左に同じ



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――   (会計方針の変更)  

 法人税法の改正((所得税法等

の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。  

 これに伴い、営業損失が６百

万円増加し、経常利益が８百万

円減少しております。また、税

引前中間純損失が８百万円及び

中間純損失が４百万円それぞれ

増加しております。

  (追加情報)  

 なお、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、改

正前の法人税法の適用により取

得価額の５％に到達した期の翌

期より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却する方法によっ

ております。 

 これに伴い、営業損失が30百

万円増加し、経常利益が48百万

円減少しております。また、税

引前中間純損失が48百万円及び

中間純損失が28百万円それぞれ

増加しております。

―――

 (2) 無形固定資産

   定額法を採用しております。

   ただし、市場販売目的のソフ

トウェアは販売可能な見込有効

期間(３年以内)に基づく定額

法、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法を採用しております。

   ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。

   ただし、市場販売目的のソフ

トウェアは販売可能な見込有効

期間(３年以内)に基づく定額

法、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   左に同じ

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   左に同じ

 (2) 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、将来の支

給見込額のうち当期負担額を計

上しております。

 (2) 賞与引当金 

   左に同じ

 (2) 賞与引当金 

   左に同じ

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,077百万円)については15年

による按分額を費用処理してお

ります。

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数10年による

定額法により翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数５年による定額

法により費用処理しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金   

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,077百万円)については15年

による按分額を費用処理してお

ります。

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数10年による

定額法により翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数５年による定額

法により費用処理しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,077百万円)については15年

による按分額を費用処理してお

ります。

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数10年による

定額法により翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数５年による定額

法により費用処理しておりま

す。

 (4) 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支給に充て

るため、支給見込額を計上して

おります。 

 なお、役員に対する賞与は、

通期の業績を基礎として算定し

ており、中間会計期間において

合理的に見積もることが困難な

ため、計上しておりません。 

(会計方針の変更) 

 当中間会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響

はありません。

 (4) 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支給に充て

るため、支給見込額を計上して

おります。 

 なお、役員に対する賞与は、

通期の業績を基礎として算定し

ており、中間会計期間において

合理的に見積もることが困難な

ため、計上しておりません。 

 

 (4) 役員賞与引当金

   役員に対する賞与支給に充て

るため、支給見込額に基づき当

事業年度に見合う分を計上して

おります。 

(会計方針の変更) 

 当事業年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基

準委員会平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用して

おります。 

 この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益、税引

前当期純利益及び当期純利益

が、14百万円減少しておりま

す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――  (5) 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

 （会計処理の変更） 

 当社の役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処理し

ておりましたが、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基

準第４号）の適用により役員賞

与が費用計上されることとなっ

たこと及び「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 平

成19年４月13日 監査・保証実

務委員会報告第42号）が公表さ

れたことを契機とし、当中間会

計期間より中間会計期間末要支

給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更しており

ます。 

 この変更により、当中間会計

期間の営業損失が９百万円多

く、経常利益が９百万円少なく

計上されております。また、税

引前中間純損失が256百万円及

び中間純損失が151百万円多く

計上されております。

―――

――― 

   

 (6) 関係会社事業損失引当金

   関係会社の事業の損失に備え

るため、関係会社の資産内容等

を勘案して当該関係会社の債務

超過額のうちの当社負担見込額

を計上しております。

 （追加情報） 

 連結子会社であるロアス㈱の

債務超過額のうち、当社負担予

測額35百万円を関係会社事業損

失引当金として計上しておりま

す。

―――   

４ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

４ リース取引の処理方法 

  左に同じ

４ リース取引の処理方法 

  左に同じ



次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。

   なお、先物為替予約が付され

ている外貨建金銭債権債務につ

いては、振当処理の要件を満た

している場合は、振当処理を採

用しております。

   また、金利スワップについて

は、特例要件を満たしている場

合は、特例処理を採用しており

ます。

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   左に同じ

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   左に同じ

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ ヘッジ手段…為替予約

  ヘッジ対象…製品輸出によ

る外貨建売上

債権並びに原

材料・製品輸

入による外貨

建買入債務及

び外貨建予定

取引

ｂ ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…借入金

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   左に同じ

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   左に同じ

 (3) ヘッジ方針

   外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクをヘッジするために先

物為替予約取引を、資金の調達

にかかる金利変動リスクをヘッ

ジするために金利スワップ取引

を、実需の範囲内で利用してお

ります。

 (3) ヘッジ方針 

   左に同じ

 (3) ヘッジ方針 

   左に同じ

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

   振当処理の要件を満たしてい

る為替予約及び特例処理の要件

を満たしている金利スワップに

ついては、有効性の判定を省略

しております。

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   左に同じ

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

   左に同じ

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  左に同じ

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

  左に同じ



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,147百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,214百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動負債の「その他」に含

めておりました「未払金」は、負債及び純資産の合計

額の5/100を超えることとなったため、当中間会計期間

より区分掲記することといたしました。 

 なお、前中間会計期間の「未払金」は1,146百万円で

あります。

───



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年9月30日)

当中間会計期間末
(平成19年9月30日)

前事業年度末 
(平成19年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

27,595百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

28,465百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

28,021百万円

 

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

建物 495百万円

土地 823百万円

投資有価証券 3,363百万円

合計 4,682百万円

  (2) 担保付債務

長期借入金 1,220百万円

(１年内返済分を含む)

 

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

建物 473百万円

土地 823百万円

投資有価証券 1,958百万円

合計 3,255百万円

  (2) 担保付債務

長期借入金 1,795百万円

(１年内返済分を含む)

 

※２ 担保資産

  (1) 担保に供している資産

建物 489百万円

土地 823百万円

投資有価証券 2,869百万円

合計 4,182百万円

  (2) 担保付債務

長期借入金 1,320百万円

(１年内返済分を含む)

 ３ 保証債務

  (1) 金融機関からの借入金に対

する保証債務

従業員 7百万円

 ３ 保証債務

  (1) 金融機関からの借入金に対

する保証債務

従業員 5百万円

 ３ 保証債務

  (1) 金融機関からの借入金に対

する保証債務

従業員 6百万円

  (2) 連結子会社であるロアス㈱

の銀行借入債務について、５

億円を限度として保証してお

ります。また、連結子会社で

ある㈱ミヨシの銀行借入債務

について、130百万円を限度

として保証しております。

  (2) 連結子会社であるロアス㈱

の銀行借入債務について、12

億円を限度として保証してお

ります。また、連結子会社で

ある㈱ミヨシの銀行借入債務

について、130百万円を限度

として保証しております。ま

た、連結子会社である寧波仲

林文化用品有限公司の銀行借

入債務について、１億円相当

の人民元を限度として保証し

ております。

  (2) 連結子会社であるロアス㈱

の銀行借入債務について、５

億円を限度として保証してお

ります。また、連結子会社で

ある㈱ミヨシの銀行借入債務

について、130百万円を限度

として保証しております。

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。 

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高から除

かれております。 

受取手形      354百万円 

支払手形      20百万円

※５ 消費税の取扱い 

 売上等に係る仮受消費税等と

仕入等に係る仮払消費税等は相

殺し、その差額は流動負債の

「未払金」に含めて表示してお

ります。

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。 

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高から除

かれております。 

受取手形      185百万円 

支払手形      22百万円

※５ 消費税の取扱い 

 左に同じ

※４ 当事業年度末日満期手形の会

計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理し

ております。 

 なお、当事業年度末日が金融

機関の休日であったため、次の

当事業年度末日満期手形が、当

事業年度末残高から除かれてお

ります。 

受取手形      198百万円 

支払手形      0百万円

※５     ───



(中間損益計算書関係) 
  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 10百万円

受取賃貸料 305百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 14百万円

受取賃貸料 309百万円

受取保険金 67百万円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 23百万円

受取賃貸料 619百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 39百万円

社債利息 43百万円

貸与資産諸費用 223百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 57百万円

社債利息 31百万円

貸与資産諸費用 246百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 89百万円

社債利息 82百万円

貸与資産諸費用 477百万円

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益

34百万円

貸倒引当金 
戻入益

39百万円

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券
売却益

244百万円

貸倒引当金
戻入益

12百万円

※３ 特別利益の主要項目

投資有価証券 
売却益

124百万円

貸倒引当金
戻入益

44百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

棚卸資産評価損 7百万円

固定資産処分損 56百万円

※４ 特別損失の主要項目

過年度役員退職 

慰労引当金繰入額
299百万円

関係会社 

出資金評価損
208百万円

関係会社 

株式評価損
56百万円

関係会社事業損失 

引当金繰入額
35百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

棚卸資産処分損 7百万円

固定資産処分損 61百万円

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 474百万円

無形固定資産 4百万円

※６     ───

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 526百万円

無形固定資産 7百万円

※６  当中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、

当期において予定している圧

縮積立金及び特別償却準備金

の積立て及び取崩しを前提と

して、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。

 

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 995百万円

無形固定資産 11百万円

※６     ───



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元株式の買取りによる増加      704,000株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少    5,387株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     18,178株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少    2,283株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元株式の買取りによる増加      1,000,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加     36,141株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少     6,292株 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,734,612 721,642 5,387 3,450,867

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 3,764,461 18,178 2,283 3,780,356

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,734,612 1,036,141 6,292 3,764,461



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額 

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

有形固定
資産 
(機械及
び装置)

387 177 ― 210

有形固定
資産その
他 
(工具、 
器具及び
備品)

638 312 ― 325

無形固定
資産

243 77 4 161

合計 1,268 567 4 696

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

減損損失

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期末

残高 

相当額 

(百万円)

有形固定
資産 
(機械及
び装置)

387 216 ─ 171

有形固定
資産その
他 
(工具、 
器具及び
備品)

508 265 ─ 242

無形固定
資産

309 128 4 176

合計 1,205 610 4 590

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円)

減損損失 

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高

相当額 

(百万円)

有形固定
資産 
(機械及
び装置)

387 196 ― 190

有形固定
資産その
他 
(工具、 
器具及び
備品)

570 308 ― 262

無形固定
資産

285 98 4 182

合計 1,243 603 4 635

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(注) 左に同じ (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 220百万円

１年超 479百万円

合計 699百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

2百万円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 214百万円

１年超 377百万円

合計 592百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

1百万円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 214百万円

１年超 424百万円

合計 638百万円

リース資産減損勘定期末残高

2百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

(注) 左に同じ (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 125百万円

(2) リース資産 
  減損勘定の 
  取崩額

0百万円

(3) 減価償却費 
  相当額

125百万円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 115百万円

(2) リース資産
  減損勘定の 
  取崩額

0百万円

(3) 減価償却費
  相当額

115百万円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 246百万円

(2) リース資産
  減損勘定の 
  取崩額

1百万円

(3) 減価償却費
  相当額

245百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  左に同じ

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  左に同じ



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― (自己株式の取得)
 当社は、平成19年11月９日開催の
取締役会におきまして、会社法第
165条第３項の規定により読み替え
て適用される同法第156条の規定に
基づき、自己株式取得に係る事項を
決議し、自己株式の取得を以下のと
おり実施いたしました。
(1) 自己株式取得に関する取締役会
の決議内容

 ① 取得の理由
 機動的な資本政策を遂行する
ため

 ② 取得の方法
 市場買付け

 ③ 取得する株式の種類
 当社普通株式

 ④ 取得する株式の数
 130万株（上限）

 ⑤ 取得価額の総額
 3億円（上限）

 ⑥ 取得の時期
 平成19年11月12日から
 平成20年１月31日まで

(2) 取得日
 平成19年12月11日

(3) その他
 上記市場買付けによる取得の
結果、当社普通株式 
1,100,000株（取得価額221百万
円）を取得いたしました。

 

(株式取得による会社の買収)
当社は、平成19年６月22日、日本

通信紙株式会社の発行済株式総数の
51.25％の株式を取得し、子会社と
いたしました。
１ その旨及び目的
 当社の主要事業の一つであるビ
ジネスフォーム・ＤＰＳ事業は、
主として当社の本社工場にて生産
していますが、関東での生産拠点
を確保することにより、業容の拡
大と効率化が図れると考えていま
す。また、日本通信紙株式会社に
おいても、当社の図書製本、手
帳、商業印刷等の多彩な商品群と
オンデマンド事業等の新鋭の設備
を有効に活用することにより、売
上、利益に寄与するものと考えて
います。今後は、営業及び生産の
協力体制を構築することにより、
より幅広い顧客へ多様な製品、サ
ービスを提供することができ、大
きなシナジー効果が期待できると
判断いたしました。

２ 株式取得の先の名称
 日本製紙株式会社 他

３ 買収した会社の名称、事業内
容、規模

(1) 買収した会社の名称及び所在
地

 ①名称  日本通信紙株式会社 
②所在地 東京都台東区池之端 
     １丁目６番13号

(2) 事業内容 
 印刷加工、ロール紙加工、 
 情報処理事業

(3) 規模
①資本金     228百万円 
②発行済株式総数 336,000株

 ③ 近事業年度における業績の
動向

決算年月 平成18年３月期 平成19年３月期

売上高 8,364百万円 8,644百万円

営業利益 134百万円 255百万円

経常利益 144百万円 262百万円

当期純利益 56百万円 106百万円

総資産 3,638百万円 4,474百万円

純資産 495百万円 602百万円

４ 取得株式数、取得価額及び取得
前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数  ０株
 （所有割合   0％) 
 （議決権の数  0個)
(2) 取得株式数    172,200株
 （取得価額   533百万円) 
 （議決権の数  172,200個)
(3) 異動後の所有株式数 
          172,200株 
 （所有割合    51.25％) 
 （議決権の数  172,200個)



前へ 

(2) 【その他】 

第58期(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当については、平成19年11月９日開催の

取締役会において、平成19年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当金の総額                 173百万円 

② １株当たり中間配当金                  3円 

③ 支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日 平成19年12月６日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

(1) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第57期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出。

(2) 
 

有価証券報告書の 
訂正報告書

平成19年10月11日 
関東財務局長に提出。

事業年度(第57期) (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)の有価証券報告書
に係る訂正報告書であります。

(3) 自己株券買付状況 
報告書

平成19年４月12日、平成19年５月10日、平成19年６月８日、平成19
年12月７日関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

ナカバヤシ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているナカバヤシ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤   豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  山   彪    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  市  裕  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

ナカバヤシ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているナカバヤシ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおり、会社は役員退職慰

労金について、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間より内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月9日開催の取締役会において、自己株式

取得に係る事項を決議し、平成19年12月11日に自己株式の取得を実施した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤   豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  市  裕  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  陽  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

ナカバヤシ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているナカバヤシ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第５７期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤   豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  山   彪    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  市  裕  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月25日

ナカバヤシ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているナカバヤシ株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第５８期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

１ 「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金

について、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間会計期間より内規に基づく中間会計期間末

要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年11月9日開催の取締役会において、自己株式

取得に係る事項を決議し、平成19年12月11日に自己株式の取得を実施した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  澤   豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  市  裕  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  陽  子  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/67
	pageform2: 2/67
	form1: EDINET提出書類  2007/12/26 提出
	form2: ナカバヤシ株式会社(242059)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/67
	pageform4: 4/67
	pageform5: 5/67
	pageform6: 6/67
	pageform7: 7/67
	pageform8: 8/67
	pageform9: 9/67
	pageform10: 10/67
	pageform11: 11/67
	pageform12: 12/67
	pageform13: 13/67
	pageform14: 14/67
	pageform15: 15/67
	pageform16: 16/67
	pageform17: 17/67
	pageform18: 18/67
	pageform19: 19/67
	pageform20: 20/67
	pageform21: 21/67
	pageform22: 22/67
	pageform23: 23/67
	pageform24: 24/67
	pageform25: 25/67
	pageform26: 26/67
	pageform27: 27/67
	pageform28: 28/67
	pageform29: 29/67
	pageform30: 30/67
	pageform31: 31/67
	pageform32: 32/67
	pageform33: 33/67
	pageform34: 34/67
	pageform35: 35/67
	pageform36: 36/67
	pageform37: 37/67
	pageform38: 38/67
	pageform39: 39/67
	pageform40: 40/67
	pageform41: 41/67
	pageform42: 42/67
	pageform43: 43/67
	pageform44: 44/67
	pageform45: 45/67
	pageform46: 46/67
	pageform47: 47/67
	pageform48: 48/67
	pageform49: 49/67
	pageform50: 50/67
	pageform51: 51/67
	pageform52: 52/67
	pageform53: 53/67
	pageform54: 54/67
	pageform55: 55/67
	pageform56: 56/67
	pageform57: 57/67
	pageform58: 58/67
	pageform59: 59/67
	pageform60: 60/67
	pageform61: 61/67
	pageform62: 62/67
	pageform63: 63/67
	pageform64: 64/67
	pageform65: 65/67
	pageform66: 66/67
	pageform67: 67/67


